
① 申込みから利用までの手順 

1. 利用希望園に電話する    ・一時保育を利用したいと話し、保育園と相談し面接日を決める 

 

２．利用申込み・面談をする   ・決めた面接日に、お子さんと一緒に保育園へ行く 

                   （持ち物：母子手帳・保険証・子ども医療費助成受給権） 

① 利用申込書と児童育成状況を記入する 

② 面談をする（お子さんの健康状態や日常生活で気をつけていることなどを 

お聞きします） 

③ 利用における説明を聞く(※無償化対象家庭は、八街市役所にて認証を受ける) 

３．利用開始           ・利用したい日を予約する 

・利用後、利用料を支払う   

② ご利用にあたって 

【利用料の支払い】  支払いは利用日ごとです。毎回お迎えにいらした時に利用保育園へお支払い下さい。 

おつりのないようにお願い致します。 

【キャンセルについて】  キャンセルは前日の午後 5時までにお願いします。 

③利用時間及び利用料（利用料の年齢は、4月 1日現在の満年齢が基準となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

≪登園できない病気≫  

 

 

 

 

 

 

【用意するもの】 

 毎日持ってくるもの 

 

０

歳

児 

〇着替え（肌着、上着、下着）３組 〇オムツ５組 〇お尻ふきナップ 〇手拭きタオル１枚   

○紐・ボタン付き手拭きタオル 〇食事用エプロン（離乳食開始より）２枚 〇口拭き用おしぼり

（離乳食開始より）２枚 〇ミルク用ガーゼハンカチ（飲んでいる子のみ）３枚 〇コップ（プラ

スチックの物） 〇汚れ物入れ袋（布またはビニール製の幅をとらない袋）〇スーパーの袋（使用

済みのオムツ、汚れた服などいれます）３枚 〇昼寝用布団 〇外遊び用靴（かかとのある物） 

〇体拭きタオル（スポーツタオル） 〇帽子（ゴムつき） 〇連絡帳 

 

１

歳

児 

〇着替え（肌着、上着、下着）３組 〇オムツ５組 〇お尻ふきナップ 〇手拭きタオル１枚 

○紐・ボタン付き手拭きタオル 1枚 〇食事用エプロン２枚 〇口拭き用おしぼり２枚  

〇汚れ物入れ袋（布またはビニール製の幅をとらない袋）〇スーパーの袋（使用済みのオムツ、汚

れた服などいれます）３枚 〇コップ（プラスチックの物） 〇昼寝用布団 外遊び用靴（かかと

のある物） 〇体拭きタオル（スポーツタオル） 〇帽子（ゴムつき） 〇連絡帳 

 

２

歳

児 

 

〇着替え（肌着、上着、下着）３組 〇オムツ５組 〇お尻ふきナップ 〇手拭きタオル（ひもボ

タンつき２枚 〇食事用エプロン２枚 〇口拭き用おしぼり２枚 〇汚れ物入れ袋（布またはビニ

ール製の幅をとらない袋） 〇スーパーの袋（使用済みのオムツ、汚れた服などいれます）３枚 〇

コップ（プラスチックの物） 〇コップ袋 〇昼寝用布団 〇パジャマ（９月より）〇外遊び用靴

（かかとのある物） 〇体拭きタオル（スポーツタオル） 〇帽子（ゴムつき） 〇連絡帳 

３

４

５

歳

児 

〇着替え（肌着、上着、下着）３組 〇手拭きタオル（ひも・ボタンつき）２枚 〇口拭き用おし

ぼり 〇おしぼりケース 〇アルミ製のお弁当箱（ゴムバンドつき） 〇お弁当袋 〇汚れ物入れ

袋（布またはビニール製の幅をとらない袋） 〇スーパーの袋（使用済みのオムツ、汚れた服など

いれます）３枚 〇コップ（プラスチックの物） 〇コップ袋 〇昼寝用布団 〇パジャマ 〇外

遊び用靴（かかとのある物）〇体拭きタオル（スポーツタオル） 〇帽子（ゴムつき） 

 

【その他のお願い】 
・０．１．２歳児クラスは完全給食です。 
３．４．５歳児クラスの給食は副食給食です。 
アルミのお弁当箱に白米を入れて登園して下さい。 ふりかけご飯、まぜご飯、パン等は、やめて下さい。     

・登園時、着用しているオムツも含め１枚ずつに名前を書いてください。 
・季節により外遊び用上着（冬場のみ袖なしジャケットをご用意下さい。） 
・２歳児クラス以上で午前中のみ利用の場合は布団の持参は必要ありません。 
・一日利用、午前利用の方は給食があります。午後のみ利用の方は、食事を済ませてきてください。 
乳児でミルク、哺乳ビンが必要な方は必要な回数分の哺乳ビンと、ミルクはミルカー等に入れて 1 回分ずつ 
ご用意下さい。 

  ・受給券と保険証の期限がすぎたら新しいもののコピーを提出して下さい。 
・市販のお薬はお預かりしません。 
（病院からの薬は、園に用意している「与薬依頼書」を記入いただいて、お預かりします。） 

・アレルギーのあるお子さんはあらかじめご相談ください。 
・ミルクなどで特殊なものは、ご持参ください。（例：大豆ミルク） 
・伝染病の疾患症状により登園できないときがあります。また、予防接種後は、お預かりできません。 

＊ 持ち物には、すべて名前をはっきりと記入してください ＊ 

 

 １．麻疹 ２．風疹(三日ばしか) ３．溶連菌感染症 ４．水症（水ぼうそう）５．プール熱 

 ６．流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ７．インフルエンザ ８．流行性結膜炎 

 ９．百日咳 １０．その他医師より感染症と診断されたもの 

 ※登園する際は、医師の診断を受け病名によっては、医師が記入した意見書、または保護者が 

記入した登園届が必要になります。（用紙は保育園にあります。）  

曜日 利 用 時 間 
保育利用料 

0～2歳児 3～6歳児 

平日 一日利用 午前 8時 30分から午後 4時 30分まで 2,600円 1,200円 

半日利用 ＜午前＞午前 8時 30分から午後 0時 30分まで 1,300円 600円 

＜午後＞午前 0時 30分から午後 4時 30分まで 

〇 一食当たり ２５０円 別途で徴収させて頂きます  お昼 200円 + おやつ 50円 

※ 給食費については無償化の対象外です 

〇 半日利用の場合（午前）の場合、午後０時３０分以降にお迎えになった時は、１日利用分の利用料となります 

 〇 延長保育については保育園にご相談ください（３０分 １５０円） 

【休日】 土曜・日曜・祝日・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

【新型コロナ感染症対応方法について】-保育所における感染症対策ガイドラインより・子ども家庭庁- 

〇出席停止期間の基準について          ★保育園からお渡しした健康カードは休日、祝日も必ず検温しカードに記入してください 

・新型コロナウイルスに感染をした場合、学校保健安全法に基づき、出席停止となります。 

  「発症した後 5 日を経過し、かつ症状が軽快した後 1 日を経過すること」 

  「無症状の感染者の場合は、検体採取日を 0 日目として 5 日を経過すること」 

 ・症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 

〇出席停止解除後の登園について 

  ・登園については、治癒証明書（意見書医師記入）の提出をお願いいたします。 

〇今後の感染症対策について 

 ・新型コロナウイルスが 2 類から 5 類に移行してもウイルスは消滅しておりません。発症 2 日前から発症後 7～10日間は、 

ウイルスを排出していると言われています。基本的な感染対策の手洗いや換気等継続をご家庭でもお願いします。 

〇発熱がある場合は、登園を控えてください 

・発熱がある場合、ご家庭での保育をお願いします。また、解熱後 24 時間自宅で経過観察をしてください。 

〇風邪症状がある場合は、登園を控えてください 

 ・発熱や咽頭通、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理して登園しないよう周知を 

行うことが明記されています。（学校安全法施行規則の一部を改正する省令の施について） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一時預かり保育のしおり  

生活クラブ風の村保育園八街 

＊こんな時にご利用ください 

普段保育所に入所していないお子さんでも保護者が、就労や病気等で緊急または、一時的に保育が 

できなくなったときに、お子さんをお預かりします。 

 

○ 申込みの理由により、利用できる日数が異なります。(上記表参照) 

 ○ 就学、就労のためご利用される場合は、事業所等の証明書、疾病や看護等のためご利用される場合は、 

診断書が必要です。（各用紙は保育園にあります） 

○  ご面談後、翌日から利用できます。ご予約ください。 

○ 予約は利用月の前月 15日午前 9時から受け付けております。（15日が土曜・日曜・祝日の場合は 

次の平日 9時から受け付けます） 

例）15日が土曜日の場合→17日の月曜日から予約開始 

    〇 空きがあれば利用前日の正午まで予約を受け付けております（平日月～金曜日受付、祝日を除く） 

          ※ 利用希望日が月曜日の場合は金曜日の正午までとなります 

○  利用できる人数に限りがあるため、希望される日に受け入れ出来ない場合がありますので、 

ご了承ください。 

 

＊対象児童 生後 6ヶ月以上～就学前児童で、保育園・幼稚園に入所していない児童 

    

＊場所   社会福祉法人生活クラブ 生活クラブ風の村保育園八街 

  八街市東吉田 8-5 TEL 043－440－2008  FAX 043－444－5622 

 

    

保育形態 申 込 み 理 由 利用できる日数 

 

 

非定型的 

 

家庭での保育が 

断続的に困難 

○週 2～3日パート等で昼間働いている。 

○学校や職業訓練で昼間通学している。 

○ボランティア等で、定期的活動をしている。 

○怪我や病気のため、定期的に通院している 

○定期的に親族の看護や介護をしている。 

  

月合計 14日以内 

  

 

緊急 

 

疾病・入院・出産等により

緊急かつ 

家庭での保育が困難 

○怪我や病気のため連続し通院することになった 

○疾病や事故で、入院をすることになった。 

○急に入院した親族の看護や介護をすることになっ

た。 

○出産等で、入院をすることになった 
出産月と前後 1ヶ月 

（月合計 14日以内） 

 

私的 

育児に伴う保護者の 

心理的及び肉体的 

負担の軽減 

○育児疲れ・体調不良 

○出産の健診、病気などの通院 

○外出する（美容室、映画、買い物、法事、その他） 

○その他 

月 3日以内 

  

 

  

 


